
    

平等 に つい て 考え よう 

法学 部 田中 祥 貴 

1. 法 の 下 の 平 等 

【 日 本 国 憲 法 14 条 ]】 

すべ て 国民 は 、 法 の 下 に 平等 で あつ て 、 人 種 、 信条 、 性 別 、 社会 的 身分 又は 門 地 に より 、 

政治 的 、 経 済 的 又は 社会 前 関係 に お いて 、 差 別 さ れ な い 。 (下線 筆者 ) 

(1) 「 平 等 」 の 意味 

形式 的 平等 (機会 の 平等 ) と 実質 的 平等 (結果 の 平等) 

} 

形式 的 平等 と は 、 等 し い 法 的 扱い を 要求 する も の 

|| 裏返す と 

不 合 理 な 差別 的 取扱 を 認め な いと いう 趣旨 

J 

事実 上 の 差異 を 無視 し て 、 ま っ た く 機 械 的 に 均一 に 扱う こと は 、 か えっ て 不 合理 な 

場合 や 非 現実 的 な 場合 が 生じ る 

}) そこ で 

事実 上 異な る 者 は 異な っ た 法 的 扱い を 認め る … 相対 的 平等 (通説 ) 

ex. 労働 条件 に つい て 女子 を 優遇 する 

年 少 者 に 限り 特定 の 法律 を 適用 する 

国民 の 資力 に 応じ て 税額 に 差異 を 設け る 

特定 の 職業 に 従事 する 者 に 対し て 業務 上 特別 の 注意 義務 を 課す etec. 

1 

合理 的 な 区 別 は 許容 され 、 不 合理 な 差別 だ けが 禁止 され る 

(2) 次 の 間 題 に つい て 、 考 えて みよ う 。 

① 会 社 の 求人 広告 で 「 女 性 限定 」 と 記載 する こと は 男女 平等 に 反し な いか ? 

② 会 社 の 求人 広告 で 「 女 性 を 優先 的 に 採用 し ます 」 と 記載 する こと は どう か ?



      

※ 男 女 雇用 機会 均等 法 (8 条 ・14 条 ) 

「 前 3 条 の 規定 (性 別 を 理由 と する 差別 の 禁止 ) は 、 事 業 主 が 、 雇 用 の 分 野 に お ける 男女 

の 均等 な 機会 及び 待遇 の 確保 の 支障 と な つて いる 事情 を 改善 する こと を 目的 と し て 女性 

労働 者 に 関し て 行う 措置 を 講ず る こと を 妨げ る も の で は な い 。」 (8 条 ) 

! 
[ポジ ティ ブ ・ ア クシ ョ ン ] 

: 固定 的 な 性 別に よる 役割 分 担 意識 や 過去 の 経緯 か ら 、 男 女 労働 者 の 間 に 事 実 上 生じ 

て いる 差 が ある と き 、 そ れ を 解消 し よう と 、 企 業 が 行う 自主 的 か つ 積 極 的 な 取組 

| (性 差別 を 禁止 する だ け で は 十分 で は な い ) 
従来 の 雇用 慣行 や 性 別役 割 分 担 意 識 が 原因 と な っ て 女性 の 能力 発揮 が 妨げ られ て いる 

状況 を 是正 する た め の 各 企業 の 取組 み (女性 比率 が 4 割 を 下回る 場合 ) 

L た だ し 

ポジ ティ ブ ・ ア クシ ョ ン そ の も の は 許容 され る と し て も 、 こ こ で 間 題 と な る の は 、 

どこ まで の ポジ ティ ブ ・ ア クシ ョ ン に 合理 性 が 認 め ら れる か 。 

  

まとめ 

    
 


